
株
券
等
の
大
量
保
有
の
状
況
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
大
量
保
有
報
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
な
い
場
合
）

（
大
量
保
有
報
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
な
い
場
合
）

第
三
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
三
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
・
二

(

略)

一
・
二

(

略
）

（
削
る)

三

株
主
が
そ
の
有
す
る
株
式
の
数
に
応
じ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
新
株
引
受
権

に
基
づ
き
発
行
さ
れ
た
新
株
引
受
権
証
書
を
取
得
す
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て

保
有
株
券
等
の
総
数
が
増
加
す
る
場
合

（
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
保
有
す
る
株
券
等
か
ら
除
外
す
る
も

（
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
保
有
す
る
株
券
等
か
ら
除
外
す
る
も

の
）

の
）

第
四
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
保
有
の
態
様
そ
の
他
の

第
四
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
保
有
の
態
様
そ
の
他
の

事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
株
券
等
（
法
第

事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
株
券
等
（
法
第

二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と

二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と

す
る
。

す
る
。

一
～
九

(

略)

一
～
九

(

略)

十

会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同

十

会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同

し
て
当
該
会
社
の
株
券
等
の
取
得
（
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判

し
て
当
該
会
社
の
株
券
等
の
取
得
（
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判

断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り

断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り

の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
（
当
該

の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
（
当
該

会
社
が
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
五
十
六
条
第
一
項

会
社
が
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
十
条
第
一
項
又

１



（
同
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

は
第
二
百
十
一
条
ノ
三
第
一
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
買

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
買
付
け
て
い
た
株
券
以
外
の
株
券
等
を
買
付

付
け
て
い
た
株
券
以
外
の
株
券
等
を
買
付
け
た
と
き
は
、
証
券
会
社
に
委
託

け
た
と
き
は
、
証
券
会
社
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て

し
て
行
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
取
得
を
し
た
株
券
等
を
信
託

当
該
取
得
を
し
た
株
券
等
を
信
託
さ
れ
た
者
が
保
有
す
る
当
該
株
券
等
（
当

さ
れ
た
者
が
保
有
す
る
当
該
株
券
等
（
当
該
信
託
さ
れ
た
者
が
当
該
株
券
等

該
信
託
さ
れ
た
者
が
当
該
株
券
等
に
つ
い
て
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
三

に
つ
い
て
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な

項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

い
場
合
に
限
る
。
）

(

削
る
）

十
一

会
社
が
株
式
を
消
却
す
る
た
め
に
取
得
し
た
株
券

（
新
株
予
約
権
証
券
等
の
換
算
）

（
新
株
引
受
権
証
書
等
の
換
算
）

第
五
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と

第
五
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
株
式
に
換
算
し
た
数
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
数

こ
ろ
に
よ
り
株
式
に
換
算
し
た
数
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
数

と
す
る
。

と
す
る
。

（
削
る)

一

新
株
引
受
権
証
書
に
つ
い
て
は
、
新
株
の
引
受
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の

数
（
新
株
の
引
受
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
発
行
価
格
及
び
発
行
価
額
の
総

額
が
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
発
行
価
額
の
総
額
を
当
該
発
行
価

格
で
除
し
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り

捨
て
て
得
た
数
）
）
と
す
る
方
法

一
・
二

(

略)

二
・
三

(

略)

三

外
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も

四

外
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
株
式
の
数
と
し
、
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付

の
に
つ
い
て
は
、
株
式
の
数
と
し
、
新
株
引
受
権
証
書
、
新
株
予
約
権
証
券

社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
内
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る

又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
内
国
法

証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
株
式
に
換
算
し
た
数
と
す
る
方
法

人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
株
式
に
換
算
し
た
数
と
す
る

方
法

四

（
略
）

五

（
略
）

２



イ

(

略)

イ

(

略)

（
削
る)

ロ

新
株
引
受
権
証
書

当
該
対
象
有
価
証
券
カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
に
お
い

て
表
示
さ
れ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
新
株
引
受

権
証
券
又
は
新
株
引
受
権
証
書
の
新
株
引
受
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
数

（
新
株
の
引
受
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
発
行
価
格
及
び
発
行
価
額
の
総

額
が
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
発
行
価
額
の
総
額
を
当
該
発
行

価
格
で
除
し
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を

切
り
捨
て
て
得
た
数
）
）

ロ
～
ニ

(

略)

ハ
～
ホ

(

略)

ホ

外
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
予
約
権
証
券
又
は

ヘ

外
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
引
受
権
証
書
、
新

新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

内
国
法
人
が
発
行
者
で

株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

内

あ
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
株
式
に
換
算
し
た
数

国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
株
式
に
換
算
し
た
数

五

(

略)

六

(

略)

イ

(

略)

イ

(

略)

（
削
る
）

ロ

新
株
引
受
権
証
書

当
該
対
象
有
価
証
券
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ

れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
新
株
引
受
権
証
書
の
新
株
の
引
受
権
の
目
的
で

あ
る
株
式
の
数
（
新
株
の
引
受
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
発
行
価
格
及
び

発
行
価
額
の
総
額
が
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
発
行
価
額
の
総

額
を
当
該
発
行
価
格
で
除
し
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
得
た
数
）
）

ロ
～
ニ

(

略)
ハ
～
ホ

（
略
）

ホ

外
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
予
約
権
証
券
又
は

ヘ

外
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
引
受
権
証
書
、
新

新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

内
国
法
人
が
発
行
者
で

株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

内

あ
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
株
式
に
換
算
し
た
数

国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
株
式
に
換
算
し
た
数

３



六

対
象
有
価
証
券
償
還
社
債
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
償
還
を
受
け
る
対

七

対
象
有
価
証
券
償
還
社
債
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
償
還
を
受
け
る
対

象
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
数
と
す
る
方
法

象
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
数
と
す
る
方
法

イ
(

略
）

イ

(

略)

（
削
る
）

ロ

新
株
引
受
権
証
書

当
該
償
還
を
受
け
る
新
株
引
受
権
証
書
の
新
株
の

引
受
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
数
（
新
株
の
引
受
権
の
目
的
で
あ
る
株
式

の
発
行
価
格
及
び
発
行
価
額
の
総
額
が
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当

該
発
行
価
額
の
総
額
を
当
該
発
行
価
格
で
除
し
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
得
た
数
）
）

ロ
～
ニ

(

略)

ハ
～
ホ

(

略)

ホ

外
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
予
約
権
証
券
又
は

ヘ

外
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
引
受
権
証
書
、
新

新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

内
国
法
人
の
発
行
す
る

株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

内

証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
株
式
に
換
算
し
た
数

国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
株
式
に
換
算
し
た
数

４


